
退職金・税金の手続き

定年を迎えるにあたり、準備や手続きを行うことが多くあります。「退職金を一時金で受け取るのか」、「それとも年金型で受け取るの

か」、「年金を受給するのか」、「繰り下げをするのか」、「配偶者の年金手続きはどうするのか」、「健康保険の切り替えはどれにす

ればいいのか」など、分からないことが多いと思います。

ここでは、退職金・税金の手続きについて「定年退職前にやること」、「退職後」に分けてご紹介しています。

退職前にやること

退職後にやること

中途退職や定年退職に関する各種手続きお役立ちガイド

年金や雇用保険など各種手続き

退職金・税金編

勤務先の退職金制度、中退共等の制度内容を確認します

上記制度を確認した後、しかるべき手続きを行い、それぞれの制度から退職金を受け取り

ます。

退職一時金制度からの支給がある場合「退職所得」の源泉徴収票を受け取ります

未納分の住民税がある場合は精算します

https://www.njk-support.jp/procedure/


医療費を10万円以上お支払いの方におすすめ

-医療費控除支援サービス-

確定申告

※源泉徴収票は確定申告時に必要なので保管しておいてください。

国税庁の「所得税の確定申告 」サイトにて申告期間を確認してください。

退職した翌年「1月頃」に前の勤務先から源泉徴収票が送られてきます

確定申告の申告期間を確認します

確定申告が必要な方の参考例です  

以下の各項目に該当される方は確定申告を行うことをおすすめします

年金以外に年20万円を超える所得がある場合

多額の医療費を支払っている場合

特定の団体等に寄付をした場合

① 税理士へ直接ご相談いただき、確定申告を実施します。

② 「国税庁のホームページ 」からご自身にて書類作成から確定申告を行います。

③ 年金住宅福祉協会が行っている「退職後の確定申告支援サービス 」をご利用いただけます

　※お忙しい方にはおすすめのサービスです。

確定申告手続き方法を確認し、手続き方法を選択します

https://www.njk-support.jp/medical-bills/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
https://www.njk-support.jp/retirement/
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